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さくら市農業委員会総会議事録（平成２８年９月定例総会） 

 

１．開催日時 平成２８年９月２６日（月）午後２時００分から午後６時１７分 

 

２．開催場所 さくら市市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（２９人） 

 会長 ２５番  田代 修一 

 会長職務代理者 ３０番  山﨑 國一 

 委員 １番  薄井千恵子  

  ２番  小菅 和彦   

  ３番  中山 隆 

  ５番  齋藤 敏一 

  ６番  平山 光  

  ７番  野上 春夫 

  ８番  田代 純一 

  ９番  齋藤 克之 

  １０番  鈴木 有一 

  １１番  小竹 勝 

  １２番  肥後 太一 

  １３番  石塚 信行 

  １４番  手塚 栄一 

  １５番  舟本 幸美 

  １６番  門前 義夫 

  １７番  大塚 明美 

  １８番  渡辺 一郎 

  １９番  大森 勝雄 

  ２０番  谷田 年美 

  ２１番  宍戸 孝男 

  ２３番  池田 一孔 

  ２４番  落合千枝子 

  ２６番  福田 正和 

  ２７番  佐藤 利通 

  ２８番  石田 多美子 

  ２９番  小林 功 

  ３１番  大木 忠一 
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４．欠席委員（１人） 

          ２２番 手塚 靖博委員 

 

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 議案第 １号  農地移動適正化あっせん申し出について 

 議案第 ２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第 ３号  農地法第４条の規定による許可申請について 

 議案第 ４号  農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

 議案第 ５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第 ６号  農用地利用集積計画の決定について 

     議案第 ７号  農業振興地域整備計画の変更について 

     議案第 ８号  さくら市農地利用最適化推進委員地区定数について 

     議案第 ９号  さくら市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する 

             要綱について 

 報告第 １号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第 ２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長    鈴木 秀幸 

 農地調整主幹  野﨑 憲作 

 主査      柴山 雅子 

 

 

８．会議の概要 

事務局 鈴木 定刻になりました。出席委員２９名、欠席委員は、２２番手塚 靖博

委員の１名であり、定足数に達しており総会は成立いたしますので、ま

ず、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたします。 

 

会長 

 

 

田代 

 

 

こんにちは。天候が、安定しないのでこしひかりが大分残っておりま

す。早く天気が良くなればと思います。昨日、テレビで人口減少の番組

をやっていて、私なりに印象に残るところは、将来に１０年後・２０年

後このような状況になることが分かっていて、その当時今から対策をす

べきという意見と反対に個人の財産に係わるから反対意見もあり、反対

があると言う事は、まだ前に進む元気があるのだから、そういう方々と

話し合いをして将来に向けた事を進めた方がいいという内容でした。 

農業委員会も、少子高齢化、担い手不足対応に向けて、農地利用の最

適化、担い手の集積・集約化が柱になっております。 
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それでは、ただいまからさくら市農業委員会９月定例総会を開催いた

します。 

 

事務局 

 

鈴木 

 

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、「会長が

議長となり、議事を整理する。」とありますので、会長に議事の進行をお

願いいたします。 

 

議長 田代 

 

それでは、会議に先立ちまして本日午前１０時より書類審査及び現地

調査を行っておりますので、各調査会より報告をお願いいたします。 

第１調査会の委員長からお願いいたします。 

 

１５番 舟本 本日午前１０時より書類審査１名欠席及び現地調査２名欠席で行いま

した。案件としましては議案第５号４件、議案第７号６件、合計１０件

であります。詳細につきましては、後ほど担当委員より説明がございま

すので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 田代 次に第２調査会委員長の報告を求めます。 

 

１２番 肥後 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を行いまし

た。案件としては議案第１号が１件、議案第３号が１件、議案第５号が

３件、議案第７号が５件の合計１０件であります。詳細につきましては

後ほど担当委員より説明がございますので、ご審議のほどよろしくお願

いします。 

 

議長 田代 次に第３調査会委員長の報告を求めます。 

 

１８番 渡辺 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を行いまし

た。案件としては議案第１号が２件、議案第２号が２件、議案第４号が

１件、議案第５号が３件、議案第７号１件の合計９件であります。詳細

につきましては後ほど担当委員より説明がございますので、ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

 

議長 田代 次に第４調査会委員長の報告を求めます。 

 

３番 中山 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を行いまし

た。案件としては議案第１号が１件の合計１件であります。詳細につき

ましては後ほど担当委員より説明がございますので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 
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議長 

 

田代 

 

それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。 

１番の薄井千恵子委員、２番の小菅 和彦委員を指名いたします。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号「農地移動適正化あっせん申し出について」を議題に供し、

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

１２番 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 ３番 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

田代 

 

肥後 

 

田代 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

田代 

 

中山 

 

田代 

 

 

 

野崎 

 

 

 

議案第１号番号１番について、朗読して説明する。 

この土地について、賃借権設定の相手方をあっせんして欲しい旨の申

し出がありましたので、さくら市農地移動適正化あっせん事業実施規程

第１０条の規程に基づきまして、２名のあっせん委員の選出をお諮りし

ます。 

 

あっせん委員の選出ですので、第２調査会の委員長より指名願います。 

 

２番小菅和彦委員、８番田代純一委員を指名いたします。 

 

それでは議案第１号番号１番のあっせん委員は、２番小菅和彦委員・

８番田代純一委員を指名いたします。 

次に、議案第１号番号２番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第１号番号２番について、朗読して説明する。 

この土地について、賃借権設定の相手方をあっせんして欲しい旨の申

し出がありましたので、同じく２名のあっせん委員の選出をお諮りしま

す。 

 

あっせん委員の選出ですので、第４調査会の委員長より指名願います。 

 

１９番大森勝雄委員、２０番谷田年美委員を指名いたします。 

 

それでは議案第１号番号２番のあっせん委員は、１９番大森勝雄委員・

２０番谷田年美委員を指名いたします。 

次に、議案第１号番号３番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第１号番号３番について、朗読して説明する。 

この土地について、売買による所有権移転の相手方をあっせんして欲し

い旨の申し出がありましたので、同じく２名のあっせん委員の選出をお

諮りします。 
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議長 

 

１８番 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

１８番 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 ６番 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

田代 

 

渡辺 

 

田代 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

田代 

 

渡辺 

 

田代 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

田代 

 

平山 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

あっせん委員の選出ですので、第３調査会の委員長より指名願います。 

 

６番平山光邦委員、１０番鈴木有一委員を指名いたします。 

 

それでは議案第１号番号３番のあっせん委員は、６番平山光邦委員、

１０番鈴木有一委員を指名いたします。 

次に、議案第１号番号４番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第１号番号４番について、朗読して説明する。 

この土地について、売買による所有権移転の相手方をあっせんして欲

しい旨の申し出がありましたので、同じく２名のあっせん委員の選出を

お諮りします。 

 

あっせん委員の選出ですので、第３調査会の委員長より指名願います。 

 

１番薄井千恵子委員、３０番山崎國一委員を指名いたします。 

 

それでは、議案第１号番号４番のあっせん委員は、１番薄井千恵子委

員、３０番山崎國一委員を指名いたします。 

続きまして、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題に供し、番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第２号番号１番について朗読して説明する 

なお、全部効率要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域調和

要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたします。 

 

担当委員の説明を求めます。 

 

事務局の説明どおりであります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

それでは、質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので採決に入ります。 

議案第２号番号１番について承認される方、挙手を願います。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 １番 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

１２番 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

 

 

田代 

 

薄井 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

田代 

 

肥後 

 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第２号番号１番は原案どおり承認されました。 

続きまして、議案第２号番号２番について、事務局の説明を求めます。 

 

 

 議案第２号番号２番について朗読して説明する。 

 なお、全部効率要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域調和

要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたします。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

 

事務局の説明のとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので採決に入ります。 

議案第２号番号２番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第２号番号２番は原案どおり承認されました。 

続きまして、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を議題に供し、番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第３号番号１番について、朗読して説明する。 

農地区分は、農地の集団的広がり１０ｈａ以上の農地ですので、第１

種農地と判断しますが、不許可の例外「既存の施設の拡張（既存の施設

の面積の２分の１を超えないものに限る）」に該当し、申請の内容は許可

基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図３－１をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

今回申請地の周りには、すでに太陽光発電設備は設置してありまして、
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

柴山 

 

田代 

 

今回は、太陽光発電設備の拡張であります。転用行為の必要性は、平成

２８年４月４日農地法第４条許可を取得済みで、太陽光発電施設のパワ

ーコンディショナーにはシステム容量の空きがあり、パネルを増設する

ことで発電量の底上げが可能となり、売電収入の増額が見込まれます。

また、環境にやさしい新エネルギーとして社会に貢献することができま

す。土地の選定理由は、農地法第４条許可を取得済みの場所に、太陽光

発電施設を拡張するため、農地転用に必要な日照量を確保できることや

メンテナンス等の利便性で、隣接地である当該土地が適地であると判断

しました。申請地は、自己所有の土地であり、当該申請地の他に農地は

ありません。土地利用計画は、太陽光発電パネル５０枚、既にパネルの

枚数は、１５８枚、合わせて２０８枚となります。発電出力１４．６Ｋ

で既存との合計は６３．２Ｋｗとなります。年間発電量は、１４，６６

３Ｋｗｈ出、既存との合計は６４，２９８Ｋｗｈとなります。進入路は、

敷地北側の道路より進入します。隣接農地への防除対策は、境界は明確

に区分し、周辺農地に被害が及ばないようにパネルを設置します。盛土

はありません。雨水は自然浸透です。資金計画は、総事業費３，２９２，

２６５円で、自己資金で賄います。残高証明書も添付されております。 

除草は、草刈り機を使用します。午前中、現地確認して、何ら問題はな

いと判断します。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決にはいります。 

議案第３号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号１番は、原案どおり承認されまし

た。続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業

計画変更申請について」番号１番を議題に供し、事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第４号番号１番について、朗読して説明する。 

 

担当委員の説明を願います。 
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 １番 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薄井 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

舟本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明のとおりであります。よろしくご審議くださるようお願

いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第４号番号１番について承認される方の挙手を願います。 

  

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第４号番号１番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供し、番号１番について事務局の説明を求めます。 

  

 議案第５号番号１番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がり１０ｈａ以上の農地ですので、

第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して設置

されるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も取れ

ておりますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－１をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 周辺の状況は、東側宅地と農地、西側農地、南側道路、北側水路に囲

まれた土地です。本申請は、○○○○株式会社が売買により、建売分譲

住宅敷地として転用する案件であります。○○○○株式会社は、宇都宮

市に本社を置き、不動産建築業を主な事業とする法人であります。転用

行為の必要性と土地の選定理由は、小学校、中学校また商業施設に近く、

県道大田原線、国道４号線へのアクセスも良く、非常に高い立地条件と

なっております。土地利用計画は、南側市道より北に幅員６．０ｍを設

置し、建売住宅１１区画の計画をしています。外周にはコンクリート基

礎にて土留を行い、区域界として近隣農地に被害を及ぼさないように致

します。排水は、公共下水道に接続します。雨水は、ＮＯ．１からＮＯ．

７宅地が浸透池にて処理します。ＮＯ．８からＮＯ．１１宅地は敷地内

の浸透槽にて処理します。給水は、上水道に接続し事業地内に配水管を
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 
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新設し各戸受水します。資金計画につきましては、総事業費は１億８，

６００万円すべて自己資金で賄うこととしており、金融機関の残高証明

書が添付されております。周辺農地への影響ですが、東面が宅地、西面

が農地、南面が道路を挟んで宅地、北面が水路を挟んで農地となってい

ます。土砂及び雨水が周辺農地に流出しないように、外周はＬ型擁壁・

化粧ブロック積から工事を始めます。隣接農地については、日照通風等

の影響は少ないと考えられます。以上のような状況であります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号１番について承認される方の挙手をお願います。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号１番は原案どおり承認されました。 

 つづきまして、議案第５号番号２番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号２番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地ですの

で、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して

設置されるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も

取れておりますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断

します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

  

 案内図５－２をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 周辺の状況は、東側農地、北側道路を挟んで宅地、西側宅地・農地・

南側農地に囲まれた土地です。転用行為の必要性は、申請者のビジネス

パートナーとしての○○○○（株）を選んで、収入の手段として、現在

アパートを那須塩原市３棟、大田原市１棟の経営をしております。当該

申請地は、国道４号線に近く交通の便が優れている事、またこの地区は、

工場勤務の方々のベットタウンとしても発展しており入居者が多く見込

める地域であり、小学校・中学校も比較的近く、住環境に恵まれている
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ことで、土地所有者から譲り受けが可能となったための申請に至ってお

ります。土地利用計画は、木造２階建ての共同住宅８世帯を計画してお

ります。給水・排水は、上水道・公共下水道へ接続します。資金計画は、

総事業費９，５５０万円で、銀行融資で行います。金融機関の融資証明

書が添付されております。周辺農地への被害防除対策は、アパート敷地

はブロックで安全に囲み、雨水、土砂等流出しないよう配慮します。以

上の状況であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

  

 【挙手全員】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号２番は原案どおり承認されました 

 続きまして、議案第５号番号３番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号３番について、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地ですの

で、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して

設置されるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も

取れておりますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断

します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－３をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 申請地は、東側農地、西側宅地、北側農地、南側道路挟んで学校施設

に囲まれた土地です。転用行為の必要性は、現在実家に居住しておりま

すが、子どもが生まれて、現在の住まいでは、手狭になることが明らか

なので、実家から独立するになりました。土地の選定理由は、小学校・

中学校に近く、閑静な環境であり、幹線道路にも近く交通の利便性も良

いことから選定しました。土地利用計画は、木造２階建てで、駐車場を

２台確保する予定です。給水は、上水道、排水は、合併浄化槽により処

理し、バイオクリーンにて宅内浸透。宅内処理槽より半径３０ｍの範囲
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に井戸を使用している施設等はありません。雨水は、敷地内自然浸透処

理です。資金計画は、総事業費３，０００万円を金融機関から借り入れ

します。金融機関の融資証明書が添付されております。周辺農地への被

害防除対策は、隣接農地には雨水、土砂等が流入することがないよう申

請地外周にコンクリートブロックを設置して対処します。以上のような

状況でありますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第５号番号

３番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号３番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号４番について、事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号４番を朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、都市計画法に基づく用途地域の指定を受けていま

すので、第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているも

のと判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

  

 案内図５－４をご覧下さい。（申請地の場所を説明する。） 

 申請者は、売買で宅地分譲敷地としての転用目的です。申請者は不動

産の売買及び建築業を主体とするさくら市に本社置く会社であります。

土地の選定理由は、当該申請地は住宅地に囲まれ、用途地域も第１種住

居地域で、市上水道、公共下水道供用区域になっております。土地利用

計画は、道路より約７０㎝低い水平な土地ですので、外周にＬ型擁壁を

設置し土砂の流出を防ぎます。区画は５区画で、雨水排水は敷地内に浸

透用地を設け処理します。給排水は、市上下水道に接続とします。埋め

立てに関しては、浸透槽の掘削土と搬入するのは砕石類であり、土砂条

例に該当する埋め立て材は使用しません。区域内は６ｍのアスファルト

道路を設置します。また、モデルハウスを２棟建築し集客を図ります。
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近傍にゴミ集積場があるので当該申請地には設置しません。資金計画は、

総事業費６，０００万円で、資金は金融機関の融資証明書も添付されて

おります。周辺農地への被害防除対策は、北側水路、東側道路、南側水

路、西側市道と用途地域も第１種住地域です。周辺農地には被害等はな

いと思います。また、午前中現地調査して問題はないと判断しておりま

す。以上のような状況でありますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第５号番号

４番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号４番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号５番・議案第５号６番は、上阿久津台地

土地区画整理事業地内なので、一括審議とします。事務局の説明を求め

ます。 

 

 議案第５号番号５番・議案第５号番号６番について、朗読して説明す

る。 

 なお、農地区分は区画整理地域内ですので、第３種農地と判断し、申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

 

 番号５番と６番は、上阿久津台地土地区画整理事業地内で、ともに売

買であります。資金計画は、金融機関の残高証明書並びに融資証明書が

添付されております。農地等への影響はありません。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 
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 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号５番、議案第５号番号６番について承認される方、挙

手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号５番、議案第５号番号６番につい

ては、原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号７番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号７番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がり約０．１ｈａであり、農業公

共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、土地の

選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－７をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 事業者は、家庭用及び産業用太陽光発電システムを販売・運営する会

社です。主に５０Ｋｗ以下の低電圧発電所を運営しております。申請地

は、相続で得た土地であるが申請者は農業従事者ではなく、土地は休耕

状態であるため太陽光発電所として利用してもらうこととした。必要面

積については、パネルブロック１９基を配置するために約８４０㎡程度

の面積を必要とします。申請地の自己宅地と雑種地と今回申請地合わせ

８４０㎡となります。土地利用計画は、認定発電出力４７．２Ｋｗ（最

大出力６０．４Ｋｗ）、パネルブロック１９基、パネル２２８枚、フェン

スで囲みます。取水・排水はありません。雨水は、敷地内自然浸透処理

です。資金計画は、総事業費１,２００万円で、自己資金で賄います、金

融機関の残高証明書も添付されております。以上であります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号７番について承認される方、挙手を求めます。 



14 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

３０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

田代 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

山崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 【全員挙手】 

  

 全員挙手ですので、議案第５号番号７番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号８番について、事務局の説明を求めます。 

  

 議案第５号番号８番について、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地ですの

で、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の業務上必要な施設で集落に接続

して設置されるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確

認も取れておりますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

 

 案内図５－８をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 転用行為の必要性は、市内の賃貸住宅で生活をしております、申請者

は自営業で、電気設備関係を主に業務としておりますが、電気設備の機

械を実家においてもらっておりますが、業務上スペースが狭く苦慮とな

り、そのため倉庫兼事務室を建て仕事関係の条件を効率良くしたいと考

えております。また、子どもの将来も考え自分の住宅を建て生活の安定

を図りたいと考え今回の計画に至りました。土地の選定理由は、自己所

有の土地がありませんので、親の所有地で選定しました。申請地は周辺

が親の所有地であり、周辺農地への影響が少ない事など最適地と考え選

定しました。土地利用計画は、５００㎡のうち１１０．９６㎡を居住地

敷地、４９１㎡のうち１２８．５６㎡を倉庫兼事務室に、来客用、資材

搬入駐車場に利用します。給排水は、上水道給水、合併浄化槽及び蒸散

排水処理施設で処理します。雨水は砂利敷きで浸透処理します。資金計

画は、総事業費３,０００万円で、金融機関から融資証明書が添付されて

おります。 

周辺農地への被害防除対策は、申請地の北側と西側は親所有農地、東側

は市道、南側も親所有地でありますので、周辺農地北への影響は無いも

のと考えております。土砂流出につきましては、北、東、西側にコンク

リートを設置し流出を防ぎます。南側道路側につきましては、申請地勾

配を取り市道に流出しないよう致します。以上の状況です。よろしくご

審議のほどお願いいたします。 

 

 それでは質疑にはいります。 
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 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので採決に入ります。議案第５号番号８

番について挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号８番は原案どおり承認されました。 

 暫時休憩（１５時００分から１５時１５分） 

 

 再開します。議案第５号番号９番について、事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号９番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約１．０ｈａであり、農業

公共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、住宅

で集落に接続して設置されるもので、代替性の確認は不要であり、申請

の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 

 担当委員の説明を求めます。 

   

 案内図５－９をご覧くさい。（申請地の場所を説明する。） 

 先ほど議案第４号１番と関連する案件であります。転用行為の必要性

は、現在居住している家が、手狭であるため建て替えを検討しましたが、

敷地が県土砂災害警戒区域である為、建て替えが困難になりました。ま

た、子どものことを考え申請場所の土地を譲り受けられ申請の運びに至

りました。土地利用計画は、木造２階建て、駐車場２台、給排水は、上

下水道へ接続します。雨水は敷地内自然浸透であります。資金計画は、

総事業費３,０００万円、金融機関からの融資で賄います。周辺農地への

被害防除対策は、本日の現地調査で、申請書内容と確認し、問題ないと

判断しております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 
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 議案第５号番号９番について承認される方の挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号９番は、原案どおり承認されまし

た。 

 続きまして、議案第５号番号１０番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号１０番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地ですの

で、第１種農地と判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して

設置されるもの」に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も

取れておりますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断

します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－１０をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 転用の必要性は、現在実家に３世代が同居して住んでおり、子どもの

成長に伴い手狭になり、今回の計画が必要となりました。土地の選定理

由は、実家の敷地内に建築の予定をしましたが、建築可能な場所が無く

屋敷の外で検討しました。今回の申請地が一番の候補地です。親・祖父

母の所有する土地は、農地として利用している場所は、優良な農地であ

ります。また、農地地目以外の土地については、面積が狭小で建築が不

可能な場所であったり、河川敷地内にあったり、ゴルフ場敷地（借地）

になっていたり畦畔・公衆用道路・用悪水路になっていたりして建築困

難な場所です。今回の申請地が実家にも隣接し、最適と考え当該地を建

築地に選定しました。 

 土地利用計画は、申請地は県道蒲須坂喜連川線に接道し県道が接続道

路になります。現状の状態で利用。給水は市水道からです。汚水雑排水

に付いては、合併浄化槽処理後、県道側溝に放流。雨水は敷地内自然浸

透。木造２階建て・建築面積６７．５０㎡、総床面積１２２．５０㎡の

専用住宅。駐車場を２台予定しています。周辺農地への影響と被害防除

については、現状のままで土地利用する計画です。住宅が建つ事により

農地に日陰になる様な事もなく、特別防除対策はいたしません。 

 資金計画は，総事業費２,２００万円で、全額銀行から融資となってお

ります。 

 周辺農地への被害防除対策は、先ほど土地利用計画の中で申し上げた

内容です。 
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田代 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

野崎 

 他法令の状況は、道路占用許可申請は協議中、道路工事施行承認申請

は許可済み、建築確認申請は許可済みであります。 

 他の法令で、先ほど汚水雑排水で、合併浄化槽処理後県道側溝に放流

後、その後土地改良区内に水が流れて行きますので、当然土地改良区の

同意をいただかないと放流できないとなっており、農業委員の中に役員、

喜連川土地改良区理事長もおりますので、よろしくご審議をお願いいた

します。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 ただいま渡辺委員の説明でしたが、喜連川土地改良区としての経過を

説明しますと、今建っている住宅が、新築したときに喜連川土地改良区

に放流同意申請しないで流している状態です。県の条例ではないのです

が、喜連川土地改良区の条例でございます。まず、今建っている家から、

喜連川土地改良区へ放流同意申請をしていだだくのが最初です。その申

請が、土地改良区理事会で承認されましたら、今回の申請が審議される

ものです。  

  

 その他ありますか。 

   

 土地改良は、どの地域も用排水路管理して、管理すれば費用はかかり

ますので、その費用負担していただきます。また、雑排水放流許可をも

らい毎年使用料を納めていただき、お互い良好な関係が保つわけです。 

 では、議案第５号番号１０番は、書類等はそろっていますので、採決

に入ります。議案第５号番号１０番承認される方の挙手を求めます。 

 

 【賛成１３名】【反対多数】 

 

 反対多数で、議案第５号番号１０番は、承認されませんでしたので、

不許可となりました。 

 不許可の理由をまとめますと、排水方法は県道側溝放流のみですが、

現段階で、２次放流先の同意がとれず、実行性の担保が取れないという

ことでよろしいですね。  

  

  議案第６号「農用地利用集積計画の決定について」を議題に供しま

す。事務局の説明を求めます。 

 

 この議案につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の
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規定に基づき市が定める農用地利用集積計画となります。 

 第１８条第１項に市町村は農業委員会の決定を経て農用地利用集積計

画をさだめなければならないと規定されておりますので今回の議案とな

っております。平成２８年度第６号公告予定年月日は、平成２８年９月

３０日です。計画の内容としては、利用権設定については、新規１件、

面積２,４６３㎡です。 

 

 それでは質疑にはいります。 

 

【異議なしも声あり】 

 

異議がないようなので、採決に入ります。議案第６号「農用地利用集

積計画の決定について」承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号は原案どおり承認されました。 

つづきまして、議案第７号「農業振興地域整備計画の変更について」

を議題に供しますので、事務局の説明を求ます。 

 

 資料は別冊となります。２枚目をご覧ください。農用地区域の変更

明細の記載がございます。除外が１０件、用途区分の変更が２件であり

ます。それでは、議案第７号番号１番について朗読してご説明する。 

氏家土地改良区並びに鬼怒川東部土地改良区と関連がございます。な

お、関連する土地改良区には、別途、農政課が意見照会を行っておりま

す。なお、農用地区域除外後の農地区分は、農業公共投資の対象となっ

ている農地でありますので、第１種農地となりますが、不許可の例外要

件「既存の施設の拡張であり、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施

設の面積の２分の１を超えないもの」に該当するため、農地法上の転用

許可は見込まれるものと判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおり、砂利敷きの駐車場ということで、周辺農地への

影響はないと判断されます。 

 

 それでは質疑に入ります。 
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 質疑がないようなので、採決に入ります。議案第７号番号１番につい

て承認される方、挙手を求めます。 

   

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番１番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号２番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号２番について朗読して説明する。氏家土地改良区と関

連がございます。なお、関連する土地改良区には、別途、農政課が意見

照会を行っております。 

 なお、農用地区域除外後は、農地の転用の制限の例外要件、農地法施

行規則第５３条第１４号「認定電気通信事業者が中継施設を設置するた

めに必要な敷地に供する場合」に該当するため、農地法上の手続きは不

要となります。 

  

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局のとおりで、自家用野菜を作っているところで、周辺農地への

影響はないと判断されます。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号２番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】   

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号２番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号３番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号３番について朗読して説明する。氏家土地改良区並び

に鬼怒川東部土地改良区と関連がございます。なお、関連する土地改良

区には、別途、農政課が意見照会を行っております。 

 なお、農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の「人為的な転用行
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為が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易で

ないと認められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を

交付できると判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 土地改良後、農振地域除外地と思い建ててしまった案件です。事務局

の説明どおりです。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号３番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号３番は原案どおり承認されました。

続きまして、議案第７号番号４番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第７号番号４番について朗読して説明する。氏家土地改良区と関

連がございます。なお。関連する土地改良区には、別途、農政課が意見

照会を行っております。 

 なお、農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の「人為的な転用行

為が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易で

ないと認められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を

交付できると判断します。 

 

担当委員の意見を求めます。 

 

土地改良の貼り付け地であります。事務局の説明どおりです。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 
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異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第７号番号

４番について承認される方、挙手をお願いいたします。 

 

 【挙手全員】 

 

 挙手全員で、議案第７号番号４番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号５番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号５番を朗読して説明する。なお、関連する土地改良区

はありません。農用地区域除外後の農地区分は、農地の集団的広がり１

０ｈａ以上の区域の農地でありますので、第１種農地となりますが、不

許可の例外要件「既存の施設の拡張であり、拡張に係る部分の敷地の面

積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないもの」に該当するた

め、農地法上の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおりであります。現在、納屋で使っております。よろ

しくご審議のほど願います。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号５番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号５番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号６番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号６番について朗読して説明する。なお、氏家土地改良

区と関連がございます。関連する土地改良区には、別途、農政課が意見

照会を行っております。 

 農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の「人為的な転用行為が行

われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと

認められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を交付で
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きると判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおりです。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第７号番号

６番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番６番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号７番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号７番について朗読して説明する。なお、氏家土地改良

区と関連がございます。関連する土地改良区には、別途、農政課が意見 

照会を行っております。 

 農用地区域除外後、非農地証明交付要領の「人為的な転用行為が行わ

れてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと認

められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を交付でき

ると判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 申請地は、隣接する宅地と一体的に住居敷地となっております、事務

局の説明どおりご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

  

 【意見なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第７号番号

７番について承認される方、挙手を求めます。 

 



23 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

２４番 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

田代 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

落合 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

田代 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７番号７番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号８番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号８番について朗読して説明する。なお、氏家土地改良

区並びに鬼怒川東部土地改良区と関連がございます。関連する土地改良

区には、別途、農政課が意見照会を行っております。 

 農用地区域除外後の農地区分は、農業公共投資の対象となっている農

地でありますので、第１種農地となりますが、不許可の例外要件「住宅

その他申請に係わる土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上

又は業務上必要な施設で集落に接続し設置されるもの」に該当しますの

で、農地法上の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおりです。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号８番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【挙手多数】 

 

 挙手多数ですので、議案第７号番号８番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号９番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号９番について朗読して説明する。関連する土地改良区

はありません。 

 なお、農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の「人為的な転用行

為が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容易で

ないと認められるもの」に該当すると思われますので、非農地証明書を

交付できると判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 
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２４番 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 ８番 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

  

 

 

議長 

 

 

 

 

落合 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

田代 

 

平山 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 事務局の説明どおりです。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

  

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第７号番号

９番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号９番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号番号１０番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番後１０番について朗読して説明する。関連する土地改良

区はありません。なお、農用地区域除外後は、農地の転用の制限の例外

要件、農地法施行規則第５３条第１１号「電気事業者が送電用電気工作

物等の敷地に供する場合」に該当するため、農地法上の手続きは不要と

なります。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおりです。よろしくご審議を願います。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号１０番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号１０番は原案どおり承認されまし

た。 

 続きまして、議案第７号番号１１番について事務局の説明を求めます。 

 



25 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１２番 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１１番 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

肥後 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

小竹 

 

議案第７号番号１１番について朗読して説明する。なお、氏家土地改

良区及び鬼怒川東部土地改良区と関連がございます。関連する土地改良

区には、別途、農政課が意見照会を行っております。 

用途区分の変更後についても農地区分は農用地でありますが、「農振法

第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供す

る場合（農地法第４条第２項ただし書き）」に該当しますので、農地法上

の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

事務局の説明どおりです。よろしくご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。議案第７号番

号１１番について承認される方、挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号１１番については原案どおり承認

されました。 

 続きまして、議案第７号番号１２番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第７号番号１２番について朗読して説明する。なお、氏家土地改

良区及び鬼怒川東部土地改良区と関連がございます。関連する土地改良

区には、別途、農政課が意見照会を行っております。 

 用途区分の変更後についても農地区分は農用地でありますが、「農振法

第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供す

る場合（農地法第４条第２項ただし書き）」に該当しますので、農地法上

の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 事務局の説明どおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

鈴木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決にはいります。議案第７号番

号１２番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第７号番号１２番は原案どおり承認されまし

た。 

 

  暫時休憩（１７時３０分から１７時３５分） 

 

 再開します。議案第８号「さくら市農地利用最適化推進委員地区定数

について」を事務局の説明を求めます。 

 

 何度か研修会等でご説明しておりますが、農業委員会組織改正につい

ての概要をかいつまんで説明いたします。 

 今回の改正の目的でありますが、農地利用の最適化、つまり担い手へ

の集積・集約化、耕作放棄地、また違反転用の発生防止・解消、新規参

入の推進を図るものとあります。 

 改正の主な内容ですが、農業委員の選出方法を公選制から市長の任命

制に変更になります。また、農地利用最適化推進委員が新設されました。 

つきましては、さくら市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

の定数に関する条例の制定を平成２８年３月の第１回さくら市議会定例

会で、農業委員会の委員については、法定定数の上限１９人、農地利用

最適化推進委員について、法定定数の５４人以内と可決されました。新

制度移行の時期でありますが、改正法に経過措置の定めがありますので、

現在の農業委員の任期満了の日の翌日となります。さくら市は、現在の

農業委員の任期が平成２９年７月１９日となっておりますので、平成２

９年７月２０日が新制度移行の日となります。任期は、農業委員と農地

利用最適化推進委員ともに３年となります。 

 さくら市の今後のスケジュールについて説明いたします。農業委員・

農地利用最適化推進委員の報酬について、平成２８年１２月のさくら市

議会定例会に上程させていただきます。 

 次に、農業委員・農地利用最適化推進委員の公募は、同時に平成２９

年２月１日から平成２９年２月２８日に募集を予定しております。農業
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議長 

 

 

 

２７番 

 

事務局 

 

 

１５番 

 

事務局 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

佐藤 

 

野崎 

 

 

舟本 

 

野崎 

 

舟本 

 

委員については、平成２９年６月さくら市議会定例会で、人事案件（議

会選任同意）議案として上程させていただきます。 

 議会で人事案件が議決をいただいたのち、平成２９年７月２０日に市

長から農業委員辞令交付していただきます。農地利用最適化推進委員に

ついては、平成２９年７月２０日に新農業委員会長から農地利用最適化

推進委員委嘱状を交付していだく、スケジュールになっております。 

 それでは、議案第８号「さくら市農地利用最適化推進委員の地区定数

について」説明に入ります。推進委員の定数につきましては、さくら市

の農地面積（５,３５６ｈａ）を法律の規定に基づく一人当たり１００ｈ

ａで割った数字の５４人以内となりました。 

 つきまして、５４人以内の枠の中で、どのように地区を分けて、定数

を決めるかという点について、準備委員会（会長・職務代理・各調査会

委員長）で議論していただきました。まず、地区の枠組については、農

業委員の選挙委員の行政区の枠組を考慮し、氏家地区については、市民

体育祭の行政区チームの編成を併せて考慮し地区割りを行いました。 

 次に、定数につきましては農地利用最適化推進委員の主な業務内容が

農地の利用状況調査、農地の担い手への流動化の推進ということから、

業務量に地域差がでることを考慮し、地区ごとの現在の担い手の集積率

と遊休農地率を点数化し、得点が高い地区は定数を２０％減、得点が低

い地区は定数を２０％増とし、今回の定例総会に議案として上程させて

いただきます。この議案は、準備委員会を２度開催し、検討した内容と

なっております。事務局からの説明は以上です。 

 

 定数については面積だけではなく、農地の流動化を推進の考慮した配

分になっております。地域で人数の多いところは、がんばっていただき

たいところになります。それでは質疑に入ります。 

 

 地域で定数が満たない場合は、どうするのですか。 

 

 再度募集をかけます。農業者、農業者が組織する団体その他関係者に

対し積極的に働きかける努力をする必要があります。 

 

 氏家地区新町が入っていませんが。 

 

 新町に農家・農地がありません。 

 

 分かりました。 
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議長 

 

事務局 

 

 

１２番 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 ２番 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

 

１７番 

 

事務局 

 

１３番 

 

事務局 

 

 

 

 ２番 

 

 

 

田代 

 

野崎 

 

 

肥後 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

小菅 

 

野崎 

 

 

 

田代 

 

 

 

大塚 

 

野崎 

 

石塚 

 

野崎 

 

 

 

小菅 

 

 

 

 その他ありますか。穂積地区は、農地も広いので、重点地区ですので。 

 

 農業委員・農地利用最適化推進委員の新制度移行後の業務内容、日数

及び報酬額の内容に関する説明する。 

 

 現在の農業委員は、月何回会議等をやると決っているのですか。 

 

 合併当時報酬額の設定に関しどう審議されたかわかりませんが、今回

農業委員会法改正に伴い５回程度は必要になります。耕作ができないよ

うな方の農地を、耕作意欲を持った方にあっせんするなど、農地の売買

や貸し借りの取りまとめを行うなり、耕作放棄地を再生する働きかける

業務を精査しますと、５回程度は必要になると思います。また、新制度

移行後は、業務が増えるため、７回程度見込まれます。 

 

 担当区域に、どうしてもいないときはどうするのですか。 

 

 住所要件はありません。さくら市に住所をお持ちの方を基本とします

が、市外にお住まいの方も応募できます。 

 

 

 さくら市は、最大限に近い人数になっておりますが、最初は万全にこ

の人数でいって、最適化を推進して、集積が進んでそんなに人数がいら

ないとなったときに見直しする形でどうでしょう。 

 

 年齢に上限はあるのですか。 

 

 年齢要件はありません。 

 

 これからは、若い人にもっていけるようにお願いしたい。 

 

 農地等の利用の最適化の推進に熱意を有しているか、識見を有してい

るか、担当区域で積極的に活躍ができる方を募集して、農業委員会で審

査することが重要です。 

 

 地区で、推薦が数人上がっても問題はないのですね。審査して選任す

るのですから。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 それでは、議案第８号さくら市利用最適化推進委員地区定数について

５２人で承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第８号は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第９号さくら市農業委員会の農地利用最適化推進委

員の選任に関する要綱について、事務局の説明を求めます。 

 

 内容につきましては、農業委員会に関する法令及び全国農業会議のひ

な形に基づき作成しております。 

 （資料に基づき説明） 

 第３条（２）については、市の職員は、そもそも地方公務員法により

兼職を禁じられているため、あえて定める必要はないとの指摘が総務課

よりありましたので削除となる可能性があります。 

 第４条 個人による推薦に必要な人数を３人としておりますが、栃木

市を参考にしております。 

 第６条 推薦及び募集の期間は、「２８日間」としておりますが、法令

上おおむね１ヶ月間となっておりますので、総務課の審査により、法令

に合わせるようになる可能性があります。 

 第８条に推進委員の補充に関する規定がありますが、法令上、補充の

規定はなく、「業務に支障が出ないよう随時補充に努めること」と国のＱ

＆Ａで示している程度であります。 

 この文章については、全国農業会議の作成したひな形を参考にしてお

ります。さくら市の場合、３分の１を超える欠員とは、１８人というこ

とになります。旧法ですと選挙委員５分の２を超える欠員が出た場合補

欠選挙を行うこととされておりました。 

 

 それでは質疑を入ります。 

 質疑がないようですので、採決に入ります。議案第９号さくら市農業

委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱について承認され

る方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第９号は原案どおり承認されました。 

 続きまして、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」番号１番から４番、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規
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定による届出書について」番号１番から３番お目通しを願います。 

 

議長 田代 

 

本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちまして、さくら市農業

委員会９月定例総会を閉会いたします。 

 

 

  

 


